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南岩本公園再整備事業基本協定（改定対比表） 

※修正箇所を網掛け 

現 行 改定案 備 考 

京都市（以下「甲」という。）とＰＡＲＣ共同企業体（代

表構成団体：ＰＡＲＣ合同会社。）（以下「乙」という。）

は、南岩本公園再整備事業（以下「本事業」という。）に関

し、必要な事項について基本協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

京都市（以下「甲」という。）とＰＡＲＣ共同企業体（代

表構成団体：ＰＡＲＣ合同会社。）（以下「乙」という。）

は、南岩本公園再整備事業（以下「本事業」という。）に関

し、令和６年１０月３１日に締結した南岩本公園再整備事

業基本協定について改定する協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。 

 

改定する旨、前文への

追加 

（定義） 

第２条 （本文、略） 

 (1)～(10)略 

(11) 「整備工事業務」とは、公募対象公園施設、利便

増進施設、特定公園施設及び本市が整備を行う施設

において、設計開始から工事完了までを行う一連の

業務をいう。 

(12) 「管理運営業務」とは、完成した公募対象公園施

設、利便増進施設、特定公園施設及び本市が整備を行

う施設において日常管理し、公園利用者が安心安全に

利用できるよう運営する業務をいう。 

（定義） 

第２条 （本文、略） 

 (1)～(10)略 

(11) 「整備工事業務」とは、公募対象公園施設、利便増

進施設及び特定公園施設（削除）において、設計開始

から工事完了までを行う一連の業務をいう。 

(12) 「管理運営業務」とは、完成した公募対象公園施

設、利便増進施設及び特定公園施設（削除）において

日常管理し、公園利用者が安心安全に利用できるよう

運営する業務をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「本市が整備を行う施

設」に関する記述を削

除 

別紙１ 
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（事業区域、事業内容及び手続等） 

第３条 （本文、略） 

 (1)(2)略 

(3) 特定公園施設及び本市が整備を行う施設の管理運営

業務 

 (4)～(7)略 

２ 前項第３号の規定については、甲が別途実施する管理

運営事業者の募集に乙が応募し、指定管理候補者として

選定されたのち、当該指定管理者の指定に係る市会の議

決を経たうえで、乙が指定管理業務を行うことを想定す

る。 

なお、本協定で定める内容は、乙が本事業に係る本市

が整備を行う施設の管理運営業務の指定管理者（以下

「本指定管理者」という。）として指定された場合におけ

るものとする。 

３ 乙は、本事業の各業務に着手する前に、別表１に定め

る手続を行わなければならない。 

（事業区域、事業内容及び手続等） 

第３条 （本文、略） 

 (1)(2)略 

(3) 特定公園施設（削除）の管理運営業務 

  

(4)～(7)略 

（第２項、削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 乙は、本事業の各業務に着手する前に、別表１に定める

手続を行わなければならない。 

 

 

 

 

「本市が整備を行う

施設」に関する記述

を削除 

 

指定管理に関する記

述を削除 

（乙の役割分担等） 

第４条 本事業の実施に際し、乙は別表２のとおり役割分

担して実施するものとする。 

２ 本協定に基づく債務の履行については、乙が甲に対し

て全ての責任を負うものとする。 

３ 乙は、本施設の整備工事業務着手から甲による完成検

査終了まで、事業区域の維持及び管理を自らの責任と費

用負担において行うものとする。 

 

 

（債務の履行等） 

第４条 （第１項、削除）本協定に基づく債務の履行につ

いては、乙が甲に対して全ての責任を負うものとする。  

 

２ 乙は、本施設の整備工事業務着手から甲による完成検

査終了まで、事業区域の維持及び管理を自らの責任と費

用負担において行うものとする。 

 

 

 

「本市が整備を行う施

設」に関する記述の削

除に伴い、乙の役割分

担などを削除 
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第４章 特定公園施設及び本市が整備を行う施設の
管理運営 

（特定公園施設の管理運営） 

第３３条 乙は、特定公園施設の供用開始日までに、次の

事項を記載した「南岩本公園特定公園施設管理運営計画

書」（以下「特定公園施設管理運営計画書」という。）を

甲に提出しなければならない。 

(1) 設置等計画のうち特定公園施設及び本市が整備を行う

施設の事業計画として記載された事項 

（以下、略） 

第４章 特定公園施設（削除）の管理運営 

 

（特定公園施設の管理運営） 

第３３条 乙は、特定公園施設の供用開始日までに、次の

事項を記載した「南岩本公園特定公園施設管理運営計画

書」（以下「特定公園施設管理運営計画書」という。）を

甲に提出しなければならない。 

(1) 設置等計画のうち特定公園施設（削除）の事業計画とし

て記載された事項 

（以下、略） 

 

「本市が整備を行う施

設」に関する記述を削

除 

（維持管理及び運営） 

第３４条 （第１項、第２項、略） 

３ 乙は、特定公園施設及び本市が整備を行う施設の一修

繕費及び一修理費について、１００万円までは負担し、

１００万円を超える金額については、甲乙協議のうえ、

負担者及び負担割合を決定する。 

  なお、一修繕費及び一修理費とは、１設備当りの費用

であり、１回当りの修繕費及び修理費ではない。 

 

（維持管理及び運営） 

第３４条 （第１項、第２項、略） 

３ 乙は、特定公園施設（削除）の一修繕費及び一修理費

について、１００万円までは負担し、１００万円を超え

る金額については、甲乙協議のうえ、負担者及び負担割

合を決定する。 

  なお、一修繕費及び一修理費とは、１設備当りの費用

であり、１回当りの修繕費及び修理費ではない。 

 

 

「本市が整備を行う施

設」に関する記述を削

除 

（本市が整備を行う施設の管理運営） 

第３５条 乙は、本事業に係る本市が整備を行う施設の管

理運営について、甲が行う本指定管理者の募集に応募す

るものとする。 

２ 甲は、前項の指定管理者募集において、「京都市公の施

設の指定管理者制度運用基本指針」（以下「運用指針」と

いう。）に基づき、本指定管理者の選定手続を行う。 

 

（第３５条削除） 指定管理に関する記述

を削除 
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第３６条～第９７条 第３５条～第９６条 現行の第３５条の削除

に伴い、改定案の各条

を繰上げ 

（乙の遵守事項） 

第６３条 （第１項、略） 

２ 乙は、設置等指針、特定公園施設事業計画書、特定公

園施設管理運営計画書、公募対象公園施設事業計画書、

公募対象公園施設管理運営計画書、利便増進施設事業計

画書、利便増進施設管理運営計画書、指定管理協定、第

４２条の許可条件及びその他関係法令等を遵守し、事業

区域の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理及び

運営を行わなければならない。 

（以下、略） 

（乙の遵守事項） 

第６２条 （第１項、略） 

２ 乙は、設置等指針、特定公園施設事業計画書、特定公

園施設管理運営計画書、公募対象公園施設事業計画書、公

募対象公園施設管理運営計画書、利便増進施設事業計画

書、利便増進施設管理運営計画書、（削除）第４１条の許

可条件及びその他関係法令等を遵守し、事業区域の安全確

保に努めるとともに、適正な維持管理及び運営を行わなけ

ればならない。 

（以下、略） 

 

 

 

 

 

指定管理に関する記述

を削除 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それ

ぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。 

令和６年  月  日 

甲 京 都 市 

 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  代 表 者  京都市長  松井 孝治 

 

乙 ＰＡＲＣ共同企業体  

  代表構成団体 ＰＡＲＣ合同会社 

 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町２５番地 つく

るビル４階   

代表社員        

 

 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それ

ぞれ記名押印のうえ、各自１通を保有するものとする。 

令和７年  月  日 

甲 京 都 市 

 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  代 表 者  京都市長  松井 孝治 

 

乙 ＰＡＲＣ共同企業体  

  代表構成団体 ＰＡＲＣ合同会社 

 東京都中央区新川一丁目２４番４号 

代 表 者  代表社員 大豊建設株式会社 

職務執行者        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の登記内容に合わ

せて時点修正 
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別表１（必要な手続） 

業務内容 業務着手前に必要な手続 

本市が整

備を行う

施設の管

理運営業

務 

甲が行う当該指定管理者募集

への応募及び指定管理候補者

としての選定 

指定管理協定の締結 

 

別表１（必要な手続） 

業務内容 業務着手前に必要な手続 

（削除） （削除） 

 

 

（削除） 

 
 

 

 

指定管理に関する記述

を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

別表２（乙の役割分担） 

業務内容 担当法人 

特定公園施設の整備

工事業務 

ＰＡＲＣ共同企業体 

特定公園施設の引渡

し 

ＰＡＲＣ共同企業体 

特定公園施設の管理

運営業務 

ＰＡＲＣ共同企業体 

公募対象公園施設の

整備工事業務 

ＰＡＲＣ共同企業体 

公募対象公園施設の

管理運営業務 

ＰＡＲＣ共同企業体 

利便増進施設の整備

工事業務 

ＰＡＲＣ共同企業体 

利便増進施設の管理

運営業務 

ＰＡＲＣ共同企業体 

本市が整備を行う施

設の管理運営業務 

甲が指定する指定管

理者 

〇 ＰＡＲＣ共同企業体 

・ 構成企業 代表構成団体 ＰＡＲＣ合同会社 

施設設計・施工担当 大豊建設株式会社 

管理運営担当 株式会社フラットエージェンシー 

公園設計担当 株式会社ヘッズ  

 

（削除） 

 

「本市が整備を行う施

設」に関する記述の削

除に伴い、別表２を削

除 

 

 

別表３～別表４ 別表２～別表３ 別表２削除に伴う繰上

げ 
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別表４（リスク分担） 
 

リス

クの

種類 

内容 

負担者 

京

都

市 

認定計画 

提出者 

物価 

設 置 等

予 定 者

決 定 後

の イ ン

フ レ 、

デフレ 

特定公園施設及び

本市が整備を行う

施設の維持管理・

運営 

協議事項 

上記以外の事項  ● 

金利 

設 置 等

予 定 者

決 定 後

の 金 利

変動 

特定公園施設及び

本市が整備を行う

施設の維持管理・

運営 

協議事項 

上記以外の事項  ● 

施 設

の 修

繕等 

施 設 、

機 器 等

の損傷 

 

 

 

特定公園施設及び

本市が整備を行う

施設 

 

 

協議事項 

公募対象公園施設  ● 

利便増進施設  ● 

別表３（リスク分担） 
 

リス

クの

種類 

内容 

負担者 

京

都

市 

認定計画 

提出者 

物価 

設置等

予定者

決定後

のイン

フレ、

デフレ 

特定公園施設（削除）

の維持管理・運営 
協議事項 

上記以外の事項  ● 

金利 

設置等

予定者

決定後

の金利

変動 

特定公園施設（削除）

の維持管理・運営 
協議事項 

上記以外の事項  ● 

施設

の修

繕等 

施設、

機器等

の損傷 

 

 

 

特定公

園施設 

（削除） 

 

一修繕費及び

一修理費につ

いて100万円

まで 

 ● 

一修繕費及び

一修理費につ

いて100万円

を超える金額 

協議事項 

公募対象公園施設  ● 

利便増進施設  ● 

 

 

 

 

 

「本市が整備を行う施

設」に関する記述を削

除 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスク分担表への、第

３４条第３項の修正内

容の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


